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   明石市立高等学校の管理運営に関する規則の一部を改正 

する規則制定のこと 

 

明石市立高等学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則を次のように制

定する。 
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明石市立高等学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則 

明石市立高等学校の管理運営に関する規則（昭和３３年教育委員会規則第３号）の一部を次のように

改正する。 

改   正 現   行 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

 

学校名 
課

程 

学

科 

生徒定員

（人） 

  

学校名 
課

程 

学

科 

生徒定員

（人） 

 

 １

学

年 

２

学

年 

３

学

年 

  １

学

年 

２

学

年 

３

学

年 

 

 明石市立明

石商業高等

学校 

全

日

制 

（略）   明石市立明

石商業高等

学校 

全

日

制 

（略）  

 福

祉

科 

4

0 

4

0 

4

0 

  国

際

会

計

科 

4

0 

4

0 

4

0 

 

  

備考 

１ 改正部分は、下線の部分である。 

２ 改正の欄に「（削 る）」とある場合は、現行の欄の改正部分を削る。 

３ 現行の欄に「（新 設）」とある場合は、改正の欄の改正部分を加える。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和６年４月１日から施行する。ただし、附則第３項の規定は公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正後の明石市立高等学校の管理運営に関する規則別表中 

「 福祉科 ４０ ４０ ４０ 」 

とあるのは、令和６年４月１日から令和７年３月３１日までの間は 

「 国際会計科  ４０ ４０  

 福祉科 ４０   」 

と、令和７年４月１日から令和８年３月３１日までの間は 

「 国際会計科   ４０  

 福祉科 ４０ ４０  」 

と読み替えるものとする。 

（準備行為） 

３ この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。 

 

 



 （提案理由） 

 本案は、明石市立明石商業高等学校に福祉科を新設し、国際会計科を廃止するため、規則の一部を改

正しようとするものである。 


